
まちの案内板
申し込み先申 問 問い合わせ先

　落ち着きがない、友達と遊べな
い、言葉が遅れている、ひらがな
に興味がないなど、お子さんの小
学校入学に向けて心配ごとはあり
ませんか？小学校で受けることが
できる特別な支援や、聞いてみた
いことなどお気軽にご相談くださ
い。就学指導相談員と学校教育課
職員が相談をお受けします。
▶日時　7 月 27 日（金）、
　　　　8 月 3 日（金）、17 日（金）、
　　　　24 日（金）
　　　　9 時～ 17 時
　　　　（1 家庭 1 時間以内）
▶場所　役場 2 階 第 2 会議室
▶対象　来春小学 1 年生になるお

子さんがいるご家庭
▶申込方法　希望する相談日の 1

週間前までに、お電話で申し込
みください。

申・問 学校教育課 学校教育係
　☎ 934-2245

～小学校入学に向けて～
就学相談会のお知らせ

相 談
umi

advice

　町立保育園では、園児数の増加
などに伴い、嘱託保育士を募集し
ています。
▶対　象　65 歳未満
▶資格要件　保育士資格
▶勤務時間　7 時～ 18 時の間で、

7 時間 30 分勤務（月 21 日程度）
※土曜勤務、延長保育などに伴う

時間外勤務・時間差出勤あり
▶賃金　月額 181,500 円
▶待遇　各種社会保険完備
　通勤手当あり（片道 2km 以上）
　有給休暇あり（在職期間に応じて

付与）
▶選考方法　面接
▶雇用時期　随時
▶採用人数　3 人程度
問 子育て支援課 子育て支援係
　☎ 933-1322

平成30年度
嘱託職員（保育士）募集募 集

umi

recruit

　町では、平成 30 年度～平成 32
年度の「宇美町障がい者基本計画

（第３期）宇美町障がい者福祉計画
（第５期）宇美町障がい児福祉計画
（第１期）」および「宇美町高齢者
福祉計画」を策定しました。
　障がいのある人、障がいのある
児童および高齢者が住み慣れた地
域で安心して暮らせるよう、各種
福祉サービスの提供体制の充実を
図り、地域共生に向けた取り組み
を推進していきます。
　各計画は、福祉課窓口に設置し
ているほか、町ホームページでも
ご覧いただけます。
https://www.town.umi.lg.jp/
soshiki/6/6382.html
問 福祉課 福祉係
　☎ 934-2278
　福祉課 高齢者支援係
　☎ 934-2243

障がい者基本計画・福祉計画、
高齢者福祉計画を策定しました

お知らせ
umi

news

　夜の井野山を登り、山頂から夜景
を楽しめる、井野山 360 度パノラ
マ夜景ウォーキングを開催します。
▶日時　8 月 11 日（土・祝）
　受付　17 時～ 17 時 30 分
　出発　18 時　※雨天中止
▶行程　役場から宇美八幡宮を通

り、井野山の山頂を目指す約 2 時
間のコース（休憩時間などを除く）

▶集合解散場所　役場正面玄関前
▶参加費　無料
▶定員　50 人
　（先着順・定員になり次第締切）
▶申込方法　代表者の氏名、住所、

年齢、性別、連絡先および参加
者全員の氏名、年齢、性別を電
話またはメールで申し込み。

▶申込期間　7 月 18 日（水）～
　　　　　　8 月 8 日（水）
　9 時～17 時　※土・日・祝日除く
▶服装　長袖、長ズボン・帽子・

歩きなれた運動靴（虫刺され対
策や体温調節ができ、体を動か
すことに適した格好。井野山登
山道は舗装されているため、底
の厚い靴を推奨）

▶必要なもの　懐中電灯（必須）、
飲み物、軽食（任意）、タオル、
虫除けスプレーなど

▶注意点　登山道には街灯があり
ませんので、必ず懐中電灯を持
参してください。中学生以下は
要保護者同伴。日頃からウォー
キングなどの運動を行い、体調
を十分整えて参加してください。

申・問 まちづくり課 商工観光係
　☎ 934-2370
　 kankou-pr@town.umi.

lg.jp

井野山 360 度 パノラマ
夜景ウォーキング 開催

イベント
umi

event

　身体障がいのある方を対象に、
補装具の交付・修理などの相談
や、要否判定・処方を行います。　　
必ず事前予約が必要です。
※電動車いす・座位保持装置・重

度障害者用意志伝達装置の要否
判定、身体障がい者手帳の診断
書作成は行いません。

▶日時　8 月 22 日（水）
※受付時間は予約者数により変わ

ります。
▶予約方法　8 月 3 日（金）まで

にお電話ください。
▶場所　須恵町保健センター
▶必要なもの
・前回交付（修理）を受けた補装具
・印鑑
・身体障害者手帳
※ご本人が来場ください。
※交付・修理の決定を受けた方は、

10 月 2 日（火）適合判定（新宮町）
11 月 6 日（火）完成品検査（新
宮町）を受けていただきます。

問 福祉課 福祉係 ☎ 934-2278

身体障がい者 巡回相談
のお知らせ

イベント
umi

event

　今年で 5 回目となる市町村対抗
「福岡駅伝」（11 月 18 日（日）筑
後広域公園開催）の選手を選考す
る長距離記録会を開催します。
年齢区分に応じ、9 人の町代表を
選考します。健脚自慢の市民ラン
ナーや元長距離選手など奮ってご
参加ください。
▶日時　9 月 17 日（月）
　　　　受付 16 時から
　　　　記録会 17 時～ 19 時
　　　　少雨決行
▶場所　総合スポーツ公園
▶種目　
　中学・高校・一般女子の部 2.0km
　シニアの部（男女）　　　3.0km
　中学・高校男子の部　　3.0km
　一般の部（男子）　　　　5.0km
▶参加費　無料
▶申込締切日　9 月 3 日（月）
申・問 社会教育課 スポーツ文化振興係
　☎ 933-2600 FAX 933-2741
　（受付時間　月～金曜日 8 時 30

分～ 17 時）

第5回市町村対抗「福岡駅伝」
宇美町選手選考会 参加者募集

募 集
umi

recruit

　毎年 7 月は国民年金保険料免除
申請（学生を除く）の年度切替月
です。7 月以降の免除を希望の方
は申請手続きが必要です。申請時
点の 2 年 1 か月前までさかのぼっ
て免除を受けることができます。
▶必要なもの　年金手帳、印鑑（失

業などの理由で免除申請する場合
は、雇用保険被保険者離職票など）

※前年所得に基づき日本年金機構
が審査を行いますので免除が承
認されない場合があります。

申・問 住民課 年金手当係
　☎ 934-2250

平成30年度 国民年金保険料
の免除申請について

お知らせ
umi

news

　児童扶養手当の現況届は、受給
者の前年の所得の状況と、8 月 1
日現在の養育の状況を毎年確認す
るためのものです。手続きは 7 月
下旬に郵送される書類を確認のう
え提出してください。提出がない
場合、8 月分以降の児童扶養手当
の支払いを受けることができなく
なります。なお、「一部支給停止適
用除外事由届出」に該当する人は、
7 月中旬に通知を郵送しています。
▶受付期間
　8 月 1 日（水）～ 8 月 31 日（金）
※ 8 月 27 日（月）の夜間窓口で

は 20 時まで受け付けします。
問 住民課 年金手当係
　☎ 934-2250

8 月は児童扶養手当の
現況届の提出月です

お知らせ
umi

news

　高額療養費制度の見直しに伴い、
国民健康保険に加入の 70 歳以上
の方および後期高齢者医療制度の
被保険者の方の高額療養費の上限
額の一部が変更されます。

　負担区分が現役並みⅠ・Ⅱに該
当する被保険者の方は、新たに限
度額適用認定証の交付を受けるこ
とができます。限度額適用認定証
は入院などで窓口負担額が高額に
なる際、医療機関へ提示すること
で自己負担額を限度額で抑える事
ができます。交付は下記窓口で申
請手続きが必要です。
申・問 住民課 国保医療係
　☎ 932-1111
　（後期高齢者医療に関すること）
　福岡県後期高齢者医療広域連合
　☎ 651-3111

高額療養費の上限額が
一部見直されます

お知らせ
umi

news

7 月まで
自己負担
割合

負担
区分 要件

3 割 現役並み
所得者

同一世帯の被保険者のど
なたかの市町村民税課税
所得が 145 万円以上の方

8 月から
自己負担
割合

負担
区分 要件

3 割

現役並み
Ⅲ

課税所得が 690 万円以上
の被保険者

現役並み
Ⅱ

課税所得が 380 万円以上
の被保険者

現役並み
Ⅰ

課税所得が 145 万円以上
の被保険者

　国民健康保険に加入している 70
歳～ 74 歳の方へ交付している「国
民健康保険高齢受給者証」の有効
期限は 7 月 31 日までです。7 月下
旬に新しい高齢受給者証を郵送し
ます。8 月になったら差替えをお願
いします。８月以降の一部負担金
の割合は、平成 29 年中の収入をも
とに決定します。記載されている
負担割合を確認してください。
問 住民課 国保医療係
　☎ 932-1111

国民健康保険 高齢受給者証
更新のお知らせ

お知らせ
umi

news

　入院する際や高額な医療を受け
る際に、「限度額適用認定証」（住
民税非課税世帯の方は「限度額適
用・標準負担額減額認定証」）を提
示すると、窓口での医療費負担額
が限度額までになります。（住民税
非課税世帯の方は入院時の食事代
も減額されます）
　認定証は申請した月の初日から
認定となりますので、高額医療を
受ける場合は速やかに下記窓口で
申請の手続きをしてください。な
お、現在お持ちの方で、8 月以降
も引き続き必要な方は、８月中に
申請手続きをしてください。
▶対象者　国民健康保険加入者で、

入院を伴う医療や高額な医療を
受ける予定のある、

　① 69 歳以下の方
　② 70 ～ 74 歳で課税所得が 145

万円以上 690 万円未満の方、お
よび住民税非課税の方

※申請に必要な書類などは下記窓
口へお問い合わせください。

申・問 住民課 国保医療係
　☎ 932-1111

国民健康保険 限度額適用認
定証の申請について

お知らせ
umi

news

　老人の日・老人週間に敬老の意
を表すため、敬老祝金の贈呈を行
います。対象の方には、振込口座
申出書を郵送しています。

問 福祉課 高齢者支援係
　☎ 934-2243

お知らせ
umi

news
敬老のお祝いについて

対象年齢 対象者生年月日 支給額
77 歳 昭和 16 年 4 月 2 日～

昭和 17 年 4 月 1 日

1 万円
88 歳 昭和 5 年 4 月 2 日～

昭和 6 年 4 月 1 日

99 歳 大正 8 年 4 月 2 日～
大正 9 年 4 月 1 日

100 歳
以上 大正 8 年 4 月 1 日以前

消費生活相談窓口
悪徳商法、架空請求、商品問題、ニセ電
話詐欺などの消費者トラブル、
お気軽にご相談ください。

月～金曜日開設。相談時間10時～15時30分

かすや中南部広域消費生活センター
☎ 936-1594

水曜日開設。相談時間10時～15時30分

宇美町消費生活相談窓口
☎ 934-2258
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